
市と大学との協定締結状況(令和５年度）

埼玉大
学

埼玉県
立大学

浦和大
学

慶應義
塾大学

芝浦工
業大学

聖学院
大学

日本大
学

日本赤
十字看
護大学

日本薬
科大学

人間総
合科学
大学

放送大
学

目白大
学

国際学院
埼玉短期
大学

その他 大学名

1
都市戦
略本部

都市経営戦
略部

さいたま市と芝浦工
業大学とのＳＤＧｓ
推進活動に係る連携
協定

１　ＳＤＧｓの推進に関す
ること
２　ＳＤＧｓの推進に資す
る情報交換に関すること
３　ＳＤＧｓ達成のための
社会貢献活動に関すること
４　その他、地域社会の持
続的な発展に資するために
必要な事項に関すること

令和5年6月29日 ー ○

2
都市戦
略本部

行財政改革
推進部

さいたま市と国立大
学法人埼玉大学との
連携に関する包括協
定

１　環境保全に関すること
２　福祉の向上、子育て支
援に関すること
３　教育、文化・芸術の振
興に関すること
４　スポーツの振興に関す
ること
５　地域のまちづくりの推
進に関すること
６　地域の経済の活性化に
関すること
７　防災対策の充実に関す
ること
８　人材の育成に関するこ
と
９　国際交流・コミュニ
ティの推進に関すること
10　そのほか両者が協議し
て必要と認める連携に関す
ること

平成20年3月10日
締結日より３年間（以
後３年ずつ更新）

○

3
都市戦
略本部

行財政改革
推進部

さいたま市と大学コ
ンソーシアムさいた
まとの連携に関する
包括協定

地域社会の発展に寄与する
ことを目的に、相互の人
材、施設、情報等の活用に
ついて連携

平成23年10月26日
締結日より３年間（以
後３年ずつ更新）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
都市戦
略本部

行財政改革
推進部

さいたま市と聖学院
大学との連携に関す
る包括協定

１　健康・福祉に関する事
項
２　地域の活性化に関する
事項
３　人材の育成に関する事
項
４　学術研究や教育に関す
る事項
５　災害対策に関する事項
６　その他両者が協議して
必要と認める事項

平成25年3月29日
締結日より3年間（以
後3年ずつ更新）

○

備考

締結先

No 課等 協定等の名称 内容 終了日締結日局区等
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5
都市戦
略本部

行財政改革
推進部

さいたま市と目白大
学との連携に関する
包括協定

１　医療・健康に関するこ
と
２　福祉・子育て支援に関
すること
３　地域の活性化・情報発
信に関すること
４　教育・文化・芸術の振
興に関すること
５　スポーツの振興に関す
ること
６　人材育成に関すること
７　その他両者が協議して
連携協力が必要と認められ
ること

平成28年10月28日
締結日より３年間（以
後３年ずつ更新）

○

6
都市戦
略本部

行財政改革
推進部

さいたま市と人間総
合科学大学との連携
に関する包括協定

１　心身の健康・食育・医
療に関すること。
２　スポーツの振興の支援
に関すること。
３　地域の活性化・情報発
信に関すること。
４　福祉・子育てに関する
こと。
５　教育・文化・芸術の振
興に関すること。
６　人材育成に関するこ
と。
７　その他両者が協議して
連携協力が必要と認められ
ること

令和1年7月25日
締結日より３年間（以
後３年ずつ更新）

○

7 総務局 防災課

災害発生時における
日本大学 法学部 大
宮キャンパスの使用
に関する協定

災害発生時において、国土
交通省が日本大学法学部大
宮キャンパスをTEC-FORCE
の進出本部として使用する
場合について定め、迅速か
つ適切な災害対応に資する
ことを目的とする。
※協定の相手方は以下のと
おり（３者協定）
・国土交通省関東地方整備
局長
・日本大学法学部長

平成28年7月13日

TEC-FORCE の進出本
部として大宮キャンパ
スを使用することが困
難又は支障をきたす場
合は、協定の解約が可
能。
なお、解約の申出の時
期は解約となる期日の
１年以上前とする。た
だし、やむを得ない事
由により申出が１年に
満たない場合は、協議
の上、解約となる日を
設定する。

○
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8 総務局 防災課
災害時における避難
場所としての使用に
関する覚書

さいたま市と国立大学法人
埼玉大学との連携に関する
包括協定書（平成20年３月
10日締結）第２条の規定に
基づき、さいたま市内に災
害対策基本法第２条第１号
に規定する災害が発生し、
又は発生するおそれがある
場合に、国立大学法人埼玉
大学の校舎及び敷地を避難
場所として使用することに
ついて、さいたま市及び国
立大学法人埼玉大学の対応
及び協力体制に関し必要な
事項を定める。
※協定の相手方は以下のと
おり（２者協定）
・国立大学法人埼玉大学学
長

平成22年10月12日

国立大学法人埼玉大学
は避難場所として施設
を使用することが困難
である又は教育活動に
支障をきたす場合は、
避難場所を取り消すこ
とができる。

○

9 総務局 防災課
災害時における避難
場所としての施設利
用に関する協定

学校法人芝浦工業大学の管
理する敷地及び施設を、災
害発生時に市民が緊急に避
難するための指定緊急避難
場所及び指定避難所を補完
する二次避難所として利用
することについて、必要な
事項を定める。

令和3年1月25日

この協定の有効期間
は、施行日から令和３
年３月31日までとす
る。ただし、期間満了
の１月前までに甲乙の
いずれからも更新しな
い旨の申し出がない場
合は、更に１年間延長
するものとし、その後
においても同様とす
る。

○

10 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

さいたま市男女共同
参画課と国立大学法
人埼玉大学男女共同
参画室との連携に関
する覚書

男女共同参画の推進に関す
る講座やその他事業の実施
にあたり、相互に協力及び
連携する。

平成24年1月10日 - ○

11 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

実習協定書

埼玉県立大学保健医療福祉
部学生の、さいたま市男女
共同参画推進センターにお
ける実習に関しての協定

令和3年4月1日 - ○
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12
スポー
ツ文化
局

スポーツ政
策室

さいたま市、一般社
団法人さいたまス
ポーツコミッション
及び国立大学法人埼
玉大学とのさいたま
スポーツシューレ事
業の連携・協力に関
する覚書

さいたまスポーツシューレ
構築について、三者の相互
の密接な連携により、三者
の力を最大限に活用した新
たな取組を、柔軟かつ効率
的、合理的に実施すること
で、地域スポーツの振興及
び地域経済の活性化を図
り、もって「スポーツのま
ち　さいたま」の実現に寄
与することを目的とする。

令和元年8月6日 - ○

13 福祉局 国保年金課

さいたま市国民健康
保険者の健康づくり
の推進に向けた包括
的連携に関する協定

レセプト等を利用した保健
事業効果分析

令和3年10月5日 - ○
東京大
学

14 環境局 環境総務課

さいたま市、国立大
学法人埼玉大学及び
リコージャパン株式
会社埼玉支社との
SDGs環境教育の推
進に関する覚書

それぞれが持つ知見や技術
等を生かして連携・協力
し、子ども達が環境分野を
中心としたSDGsに理解を深
める機会を提供すること
で、持続可能な社会の担い
手を育てることを目的とす
る。

令和3年9月28日

この覚書の有効期間
は、令和４年３月31
日までとする。ただ
し、甲、乙及び丙のい
ずれからも期間満了の
１ケ月前までに解約の
意思表示がないとき
は、その後１年間更新
するものとし、以後も
同様とする。

○

15 経済局
産業展開推
進課

さいたま市と芝浦工
業大学とのイノベー
ションに関する連携
協定書

１　イノベーションの創出
に向けた産学官の共同研究
２　イノベーションの創出
に向けた社会実装のための
産学官の協働
３　イノベーションの担い
手となる人材の育成、活用
４　その他イノベーション
の創出に必要な事項

平成27年4月6日
締結日より３年間（以
降３年ずつ更新）

○

16 経済局
産業展開推
進課

さいたま市と国立大
学法人埼玉大学との
イノベーション創出
連携に関する覚書

１　イノベーションの創出
に向けた産学官の共同研究
２　イノベーションの創出
に向けた社会実装のための
産学官の協働
３　イノベーションの創出
の担い手となる人材の育
成、活用
４　その他イノベーション
の創出に必要な事項

令和4年8月10日
締結日より３年間（以
降３年ずつ更新）

○
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17 経済局
産業展開推
進課

医療・ヘルスケア、
スポーツ分野に係る
産学官の共同研究に
関する覚書

以下の内容について連携
し、協力するもの。
１　女性アスリートのデー
タ提供に関すること。
２　本研究に必要な研究施
設・設備の活用に関するこ
と。
３　データ解析等を通じた
学術的裏付けの提供に関す
ること。
４　研究成果に基づく製品
開発等の連携に関するこ
と。
５　その他必要な事項に関
すること。

令和6年3月4日
締結日から３年間（以
降１年ずつ更新）

○

エヌ・ティ・
ティ・スポー
ツコミュニ
ティ株式会社
（大宮アル
ディージャ）
を含む３者に
よる覚書

18 経済局 農業政策課

さいたま市、株式会
社パレスエンタープ
ライズ及び国際学院
埼玉短期大学との地
産地消推進に係る連
携協定書

食や農に関する理解を深
め、地域の食文化の継承に
繋がる食育の推進、消費者
と生産者の顔が見える関係
づくりを通じた地域の活性
化に資することを目的とす
る。

令和6年1月26日 令和7年1月25日 ○
１年ごとに自
動更新

19 都市局 都市計画課

さいたま市（都市局
及び建設局）と国立
大学法人埼玉大学
（大学院理工学研究
科及び研究機構レジ
リエント社会研究セ
ンター）との人材育
成及び地域課題解決
等を目指した連携に
関する覚書

防災・減災分野や建設工学
系の研究分野の発展及び市
のまちづくり行政の一層の
充実に向けた、人材育成及
び地域課題解決の取組を推
進するもの。

平成28年8月30日 令和6年3月31日 ○

平成31年３月
29日変更（期
間延長）
令和６年４月
１日大学側の
組織改編によ
る覚書締結予
定

20 都市局
見沼田圃政
策推進課

見沼田圃グリーン
カーボン推進事業に
関する協定

見沼田圃において見沼田圃
グリーンカーボン推進事業
における実証実験を実施す
るため

令和6年2月9日 ー ○

21 岩槻区
コミュニ
ティ課

岩槻区・目白大学地
域連携推進会議会則

岩槻区役所と目白大学さい
たま岩槻キャンパスは、さ
いたま市と目白大学との包
括連携に関する協定書（平
成28年10月28日締結）に基
づく連携事項を円滑に推進
するため、岩槻区・目白大
学地域連携推進会議を設
置。

平成30年5月1日 ー ○
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22 岩槻区
コミュニ
ティ課

岩槻区・人間総合科
学大学地域連携推進
会議会則

岩槻区役所と人間総合科学
大学は、さいたま市と人間
総合科学大学との包括連携
に関する協定書（令和元年
７月25日締結）に基づく連
携事項を円滑に推進するた
め、岩槻区・人間総合科学
大学地域連携推進会議を設
置。

令和元年11月1日 ー ○

23 水道局 水道総務課
災害時における施設
の提供協力に関する
協定

さいたま市において、大規
模な災害の発生により水道
施設が被害を受けた場合、
他都市町村、防災関係機関
からの宿泊場所、派遣車両
の待機場所として施設を提
供する。

平成20年1月15日
協定解消の申し出がな
い限り、同一内容にて
継続する。

○

24 議会局 調査法制課

さいたま市議会と国
立大学法人埼玉大学
との連携に関する覚
書

１　議会における政策形成
及び議会改革に関する事項
２　その他両者が協議して
必要と認める事項

平成20年9月24日

「さいたま市と国立大
学法人埼玉大学との連
携に関する包括協定」
に基づく協定期間の満
了の日

○

25
教育委
員会事
務局

指導１課
さいたま教育コラボ
レーション協定

教員養成、教員研修等 平成16年11月29日 ー ○

R6年度、課名
変更。
指導１課→教
育課程指導課

26
教育委
員会事
務局

指導１課
さいたま教育コラボ
レーション協定

教員養成、教員研修等 平成22年5月21日 ー ○
共栄大
学

R6年度、課名
変更。
指導１課→教
育課程指導課

27
教育委
員会事
務局

指導１課
さいたま教育コラボ
レーション協定

教員養成、教員研修等 平成22年5月21日 ー ○

R6年度、課名
変更。
指導１課→教
育課程指導課

28
教育委
員会事
務局

指導１課
さいたま教育コラボ
レーション協定

教員養成、教員研修等 平成25年6月4日 ー ○

R6年度、課名
変更。
指導１課→教
育課程指導課
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29
教育委
員会事
務局

総合教育相
談室

さいたま市教育委員
会臨床心理実習に関
する覚書

臨床心理実習に関すること 令和5年10月11日 令和6年3月31日 ○
国際医
療福祉
大学

30
教育委
員会事
務局

総合教育相
談室

さいたま市教育委員
会臨床心理実習に関
する覚書

臨床心理実習に関すること 令和5年7月7日 令和6年3月31日 ○
駒沢女
子大学

31
教育委
員会事
務局

総合教育相
談室

さいたま市教育委員
会臨床心理実習に関
する覚書

臨床心理実習に関すること 令和5年6月20日 令和6年3月31日 ○

32
教育委
員会事
務局

総合教育相
談室

さいたま市教育委員
会臨床心理実習に関
する覚書

臨床心理実習に関すること 令和5年8月29日 令和6年3月31日 ○
東京家
政大学

33
教育委
員会事
務局

高校教育課
埼玉大学高大連携講
座に関する協定書

高校生向け講座 平成20年12月16日 ー ○

34
教育委
員会事
務局

高校教育課

東京学芸大学とさい
たま市教育委員会と
の連携協定に関する
協定

教員研修等 令和2年3月10日 ー ○
東京学
芸大学

35
教育委
員会事
務局

高校教育課
筑波大学とさいたま
市教育委員会との連
携協定に関する協定

教育研修等 平成30年12月11日 ー ○
筑波大
学教育
研究科

36
教育委
員会事
務局

高校教育課

学校法人都築学園日
本薬科大学とさいた
ま市教育委員会との
連携・協力に関する
協定

教育活動の支援 令和4年2月18日 ー ○
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市と大学との協定締結状況(令和５年度）

埼玉大
学

埼玉県
立大学

浦和大
学

慶應義
塾大学

芝浦工
業大学

聖学院
大学

日本大
学

日本赤
十字看
護大学

日本薬
科大学

人間総
合科学
大学

放送大
学

目白大
学

国際学院
埼玉短期
大学

その他 大学名
備考

締結先

No 課等 協定等の名称 内容 終了日締結日局区等

37
教育委
員会事
務局

教育研究所

さいたま市教育委員
会と国立大学法人東
京学芸大学との先導
的教育プログラム研
究開発における連携
協力に関する協定

１　教師教育の機能強化に
関すること。
２　学校教育における諸課
題の解決に関すること。
３　チーム学校を踏まえた
学校組織マネジメントの開
発に関すること。
４　教師教育の高度化に関
すること。
５　その他、前条の目的を
達成するために甲及び乙が
必要と認める事項。

令和5年1月16日

令和６年３月31日ま
でとする。ただし、本
協定の有効期間満了の
日の３か月前までに甲
又は乙のいずれからも
特段の申出のないとき
は、有効期間満了の日
から、１年間延長する
ものとし、以後もこの
例によるものとする。

○
東京学
芸大学
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